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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成２７年９月９日（平成２７年（行情）諮問第５４５号） 

答申日：平成２８年９月８日（平成２８年度（行情）答申第２９３号） 

事件名：司法書士法第２４条の解釈について特定法人と法務省の間でやり取り

された文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

  別紙１に掲げる文書１及び文書２（以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定について，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分については，別紙３に掲げる部分を開示すべき

である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年６月１７日付け法務省民二

第３０７号により法務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを

求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記載によると，おおむね

以下のとおりである。 

（１）異議申立書 

ア 異議申立ての趣旨 

法務大臣が平成２７年６月１７日付「法務省民二第３０７号」でな

した「行政文書開示決定」処分のうち，不開示とした処分を取り消

すとの裁決（答申）を求める。 

イ 異議申立ての理由 

（ア）はじめに 

① 審査請求人が本件で開示を求めている不開示情報（以下，第２

においては「本件不開示情報」という。）は，公益社団法人成年

後見センター・リーガルサポート（以下「ＬＳ」という。）が法

務大臣または民事局に対し，司法書士がおこなう成年後見事件に

つき，司法書士法２４条（秘密保持の義務）の「業務上取り扱っ

た事件」の範囲について回答を求めた際，ＬＳから提供した及び

法務大臣または民事局（以下「法務省」という。）から提供され
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た情報である。 

なお，平成２７年６月１７日付行政文書開示決定通知書（原処

分）では，一部不開示とされた。 

② ＬＳからは，平成２７年４月２０日付「預金通帳等の原本確認

に関する法的整理」と題する文書（以下「法的整理文書」とい

う。）がＬＳ会員宛てに発信された。そこでは，法務省から「２

４条（秘密保持の義務）の『業務上取り扱った事件』の範囲につ

いては，法律上必ずしも明確とは言えないが，司法書士法３条に

掲げられた業務をいうものと解するのが自然であり，家庭裁判所

により成年後見人に選任された司法書士は，当該成年後見に係る

事件について，２４条に規定する義務を負うものではないと考え

られる。」との見解が示されたと述べられている。 

③ また，上述の法務省の見解を受け，ＬＳ会員である司法書士が

成年後見人等である場合は，成年被後見人等の財産保護等を目的

とするＬＳからの成年被後見人等の預金通帳等の原本確認の要請

に応じること（以下「原本確認調査」という。）は，司法書士法

２４条の正当な事由があるとされた（法的整理文書）。 

④ 以上の経緯から，本件不開示情報には，ＬＳが提供した原本確

認調査に関する情報が多く存在していると思われるので，それを

前提に以下のとおり不開示事由に該当するとされた条文ごとに下

述する。 

（イ）法５条２号イについて 

① 原処分は，本件不開示情報が法人その他の団体に関する情報で

あって，公にすることにより，当該法人等の権利，競争上の地位，

その他正当な利益を害するおそれがある情報であるため，法５条

２号イに該当するとし，一部不開示としている。 

しかしながら，法人等に関する情報であっても，人の生命，健

康，生活または財産を保護するため，公にすることが必要であ

ると認められる情報は，常に開示が義務づけられることになる

（法５条２号ただし書）。公益上の義務的開示と呼ばれるもので

ある。 

② 原本確認調査については，ＬＳ会員による財産の横領事件が多

発している事態を鑑み，再発防止策として原本確認調査すること

もやむを得ないとする見解もあれば，他方で，原本確認調査に関

する問題点は多岐にわたるとして（個人情報保護法違反，司法書

士法違反，秘密漏示罪違反，障害者差別，不法行為等），多くの

ＬＳ会員から反対の見解もある。 

③ 原本確認調査することにより財産の横領を未然に防止するとい
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う見解からすれば，本件不開示情報には，ＬＳによるその具体的

方法・内容等が記載されており，被後見人等の財産を保護するこ

とにつながるであろう。 

他方の見解からすれば，成年被後見人等といってもその判断能

力は様々で，特に被保佐人や被補助人の場合には，原本確認調

査について同意するか否かの十分な判断能力を備えている者も

多く存在するという現実の中で，本件不開示情報には，原本確

認調査が断行された場合の成年被後見人等の日常的な金銭管理

やプライバシー等を脅かす事態等が記載されており，その生活

被害が発生することを防止する必要性が大きいということにつ

ながる。 

④ 司法書士の成年後見人等の就任件数（平成２７年３月末時点で

２９，６５１件）は，専門職後見人の中では他の専門職を押さえ

てトップであり，そのほとんどがＬＳ会員であることからすれば，

原本確認調査に対していずれの見解に立ったとしても，全国で多

くの成年被後見人等の生活，財産に大きな影響を及ぼすことは間

違いない。 

⑤ そもそも，ＬＳは前述の「法的整理文書」において，法務省か

ら「２４条（秘密保持の義務）の『業務上取り扱った事件』の範

囲については，法律上必ずしも明確とは言えないが，司法書士法

３条に掲げられた業務をいうものと解するのが自然であり，家庭

裁判所により成年後見人に選任された司法書士は，当該成年後見

に係る事件について，２４条に規定する義務を負うものではない

と考えられる。」と，その是非はさておき，その意訳をＬＳ全会

員に示しているので，既に多数の人に周知されている情報に当た

り不開示理由とならない（最判平成１４．９．１２判時１８０４

号２１頁・最決平成１４．１１．２２裁時１３２８号２頁）。 

⑥ よって，法５条２号ただし書のとおり，原本確認調査に関する

本件不開示情報は公にすることが必要であり，開示されるべきで

ある。 

（ウ）法５条５号について 

① 原処分は，国の機関の内部における審議，検討又は協議に関す

る情報であって，公にすることにより，率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報である

ため，法５条５号に該当するとして，一部不開示としている。こ

れは，本件不開示情報が意思形成過程情報であるという理由であ

る。 

② しかしながら，上述のとおり，ＬＳは法務省の回答を得て法的
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整理文書（平成２７年４月２０日付）を発信したのだから，本件

不開示情報が意思形成過程であるという段階はすでに終了してお

り，本件不開示情報が開示されたとしても，外部からの干渉，圧

力等により率直な意見交換，意思決定の中立性が損なわれるとい

うことはない。 

したがって，本条を理由に不開示とする原処分は不当であり，

本件不開示情報は開示されるべきである。 

③ 仮に意思形成過程の段階が終了していなかったとしても，「政

策・意見に関する情報」と「事実に関する情報」は明確に分ける

べきで，「事実に関する情報」は，本条から適用除外されるべき

である。 

大阪高判平成６・６・２９判タ８９０号８５頁が，専門家が調

査した自然界の客観的，科学的な事実，及びこれについての客

観的，科学的な分析の情報自体が，調査研究，企画などを遂行

するうえで誤解を生じさせるものではないと判示しているし，

大阪府交野市情報公開条例も，審議，協議に関する不開示情報

の規定は，事実に関する情報には適用されないことを明記して

いる。 

また，デンマーク，オーストラリアの情報公開法のように，審

議，検討または協議に関する不開示情報の規定は，事実に関す

る情報については適用しないことを明文で定めているし，アメ

リカの場合は，判例法上，政策情報と事実情報を区別し，後者

には原則として審議過程特権に関する不開示規定を適用しない

こととしている。 

したがって，法５条５号を解釈するに際しては，「政策・意見

に関する情報」と「事実に関する情報」を区別して考える必要

がある。 

④ ＬＳが提供した本件不開示情報は，事柄の性質上，法務省の上

述の見解を得るための「事実に関する情報」であって，「政策・

意見に関する情報」ではないことは明らかである。また，法務省

がＬＳに対して提供した本件不開示情報の中にも「事実に関する

情報」が含まれているはずである。 

⑤ よって，意思形成過程が終了しているのは明らかであるので，

本件不開示情報は開示されるべきであるが，仮に意思形成過程が

終了していないということであれば，本件不開示情報のうち「事

実に関する情報」については開示されるべきである。 

（エ）開示されることの許容性 

① 審査請求人は，そもそもＬＳ会員である。 
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② また，原本確認調査は今年度からのＬＳの事業計画である。し

かしながら，本事業計画はＬＳの定款の規定上，理事会の承認決

定事項であり，社員総会では単なる報告事項となっている。すな

わち，どのような経緯を経て原本確認調査が決定されたのか，理

事会以外の一般のＬＳ会員には不透明であり，あずかり知らぬこ

とになっているのが現状である。 

③ 原本確認調査に関する情報が多く存在する本件不開示情報は，

ＬＳ会員である審査請求人にとっては，今後の成年後見業務に多

大な影響が出てくることは容易に予想でき，その結果として多く

の成年被後見人等にも影響を及ぼすことは上述したとおりである。 

したがって，審査請求人には，原本確認調査がＬＳ理事会でど

のように決定されたのかを本件不開示情報によって知る権利が

ある。 

④ 他方，不開示とすることによるＬＳの権利保護の必要性は，ま

ったくの第三者が開示請求する場合と比較して著しく低く，ＬＳ

会員である審査請求人に本件不開示情報が開示されたとしても，

ＬＳにとって何ら不利益はない。 

（オ）合理的な疑い 

① 審査請求人が，本件開示請求をしたのは，ＬＳが虚偽情報を会

員に提示しているという合理的な疑いがあるからである。 

② すなわち，司法書士法２４条は，刑法１３４条秘密漏示罪に対

応する条文であり，その解釈にあたっては，秘密漏示罪を参考に

すべきです。最高裁（平成２２年（あ）１２６／刑集第６６巻４

号４０５頁）は，医師が医業とはいえない鑑定により知り得た情

報を外部に漏洩させた行為が刑法１３４条に該当すると判断して

いるので，仮に，司法書士の業務が司法書士法３条に限定されて

いたとしても，成年後見等業務は，司法書士法施行規則３１条２

項の業務と謳われているので，刑事罰の対象であると判断するの

が普通です。 

③ しかるに，ＬＳは，「法務省は『司法書士法２４条の範囲は，

司法書士法第３条の業務を指す』との見解を示した」と会員に説

明しているのであり，いやしくも行政機関が刑罰の対象となる法

解釈について軽々な発言をするとは考えられず，合理的な疑いが

ある。 

④ 事実，ＬＳは，同じく個人情報保護法の解釈について，所管す

る消費者庁の意見を踏まえたとして，法的整理文書を会員に示し

ているが，次のとおり，消費者庁の見解を無視して，虚偽の内容

を会員に示している事実がある（「個人情報保護法に基づく要請
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申立」参照，添付省略）。 

個人情報保護法違反が，直ちに刑事罰の対象とならないのに比

して，司法書士法２３条違反は，直接的に刑事罰の対象となる

ことを踏まえると，重大な問題を孕んでいることは明らかであ

り，行政機関説明責任として本件開示に応えなければならない。 

（以下，本件開示請求と直接関係のない記載であるため省略） 

（２）意見書１ 

諮問庁は理由説明書の３（下記第３の１（３））で，「原本確認調査に

関する情報を公にすることが財産を保護するために必要であることにつ

いては一切の説明をしていない」と主張しているので，申立人はその理

由を以下に述べ，また，法５条５号の該当性に関しては諮問庁より何ら

説明がないため，簡単に述べる。 

ア 法５条２号ただし書に該当する理由 

（ア）成年後見制度は，精神上の障害により判断能力が不十分であるた

め，法律行為による意思決定が困難な者について，その生活全般に

かかる必要な意思決定を代行・支援する制度である。 

（イ）そして，成年後見人には被後見人の財産を管理する権限があるが，

管理している財産を第三者に対して情報開示することは，そもそも

予定されていない。管理している財産の目録を作成し，預貯金等の

通帳のコピーとともに提出（情報開示）しなければならないのは，

法律上，家庭裁判所に対してのみである。 

したがって，第三者であるＬＳに対する通帳の原本確認調査も，

法律上まったく予定されていない。 

（ウ）ところで，本件不開示情報には，通帳原本を確認調査する趣旨・

方法などが記載されていると思われる。原本確認調査をする立場か

らすれば，その趣旨は横領防止だが，被後見人等自身からすれば，

法律上まったく予定されていない第三者による通帳の原本確認調査

が本当に横領防止として役立つのか，詳しく検証する必要がある。

検証し，それが役立つと分かれば，被後見人等の財産を保護するこ

とになるが，それは本件不開示情報が開示され，公にされないと検

証のしようがない。 

横領防止に役立つとしても，被後見人等の意思決定，プライバシ

ー，個人情報等の問題も同時に重要だと考えられる。被後見人等か

ら見れば，ＬＳという第三者から通帳の原本確認調査を強制される

ことが被後見人等の日常生活にどのような影響を及ぼすのか，これ

も上述と同様に本件不開示情報を開示され，公にされることにより，

詳しく検証する必要がある。 

（エ）異議申立書でも述べたとおり，司法書士の成年後見人等の就任件
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数は専門職後見人の中では他の専門職を押さえてトップであり，そ

のほとんどがＬＳ会員である。本格的な高齢化社会をむかえるにあ

たり，ＬＳ会員による成年後見人等の就任件数は増加していくこと

は容易に想像できる。 

横領防止を重視するか，被後見人等の意思決定・プライバシー・

個人情報の保護等を重視するかでＬＳ内部で見解が相違するところ

であるが，成年後見制度の公益性から考えると，原本確認調査は，

もはやＬＳ内部，司法書士内部の問題ではない。 

（オ）本件不開示情報は，ＬＳがＬＳ会員宛てに発信した内部情報にす

ぎないとしても，ＬＳ会員がおこなっている成年後見事件の被後見

人自身等はもちろん，その者たちを支援する支援者や団体（介護従

事者，施設関係者，地域包括支援センター，障害者支援団体など）

に対して，大きな影響を与える問題であることは間違いない。 

（カ）よって，本件不開示情報を公にすることにより，問題となってい

る所在が明らかになり，結果として被後見人等の財産や生活が保護

されることになるから，早急に開示されるべきである。 

イ 法５条５号について 

（ア）本件不開示情報は法５条５号にも該当するとしているが，どの部

分が同条２号に該当し，どの部分が同条５号に該当するかは判然と

しない。 

（イ）諮問庁の理由説明書では法５条５号について何ら説明されていな

いが，本件不開示情報が理由説明書の３（下記第３の１（３））の

とおり「ＬＳがＬＳ会員宛てに発信した内部情報にすぎない」とい

うのであれば，そもそも法５条５号が規定する「国の機関の内部に

おける審議，検討文は協議に関する情報」には該当しない。 

（ウ）そうであるならば，何をもって法５条５号に該当するかが不明で

あるため，法５条５号に該当するとして不開示となった本件不開示

情報は，早急に開示されるべきである。 

ウ 結論 

よって，以上の理由により，本件不開示情報は開示されるべきであ

る。 

（３）意見書２ 

   諮問庁は，法５条２号ただし書については，理由説明書にて「原本確

認調査に関する情報を公にすることが財産を保護するために必要である

ことについては一切の説明をしていない」と主張しているので，申立人

は再度その理由を以下に述べ，また，法５条５号の該当については，諮

問庁の説明に論理矛盾が見られるため，その理由を述べる。 

  ア 法５条２号イにより不開示相当と判断する部分（下記第３の２（３）
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ア） 

 （ア）本件不開示情報（１枚目から１９枚目）には，ＬＳが通帳原本を

確認調査する趣旨・方法などが記載されていると思われるが，本件

不開示情報は法５条２号ただし書に該当すると考えられるので，以

下のとおり理由を述べる。 

（イ）成年後見制度は，精神上の障害により判断能力が不十分であるた

め，法律行為による意思決定が困難な者について，その生活全般に

かかる必要な意思決定を代行・支援する制度である。 

（ウ）そして，成年後見人には被後見人の財産を管理する権限があるが，

管理している財産を第三者に対して情報開示することは，そもそも

予定されていない。管理している財産の目録を作成し，預貯金等の

通帳のコピーとともに提出（情報開示）をしなければならないのは，

法律上，家庭裁判所に対してのみである。 

   したがって，第三者であるＬＳに対する通帳の原本確認調査も，

法律上まったく予定されていない。 

（エ）ところが，本件不開示情報には，ＬＳが成年後見人である司法書

士に対し，通帳原本を確認調査する趣旨・方法などが記載されてい

ると思われる。原本確認調査をする立場からすれば，その趣旨は横

領防止だが，被後見人等自身からすれば，法律上全く予定されてい

ない第三者（ＬＳ）による通帳の原本確認調査が本当に横領防止と

して役立つのか，詳しく検証する必要がある。検証し，それが役立

つと分かれば，被後見人等の財産を保護することになるが，それは

本件不開示情報が開示され，公にされないと検証のしようがない。 

   横領防止に役立つとしても，被後見人等の意思決定，プライバシ

ー，個人情報等の問題も同時に重要だと考えられる。被後見人等か

ら見れば，ＬＳという第三者から通帳の原本確認調査を強制される

ことが被後見人等の財産状況や日常生活にどのような影響を及ぼす

のか，これも上述と同様に本件不開示情報が開示され，公にされる

ことにより，詳しく検証する必要がある。 

（オ）異議申立人でも述べたとおり，司法書士の成年後見人等の就任件

数は専門職後見人の中では他の専門職を押さえてトップであり，そ

のほとんどがＬＳ会員である。本格的な高齢化社会を迎えるにあた

り，ＬＳ会員による成年後見人等の就任件数は増加していくことは

容易に想像できる。 

   横領防止を重視するか，被後見人等の意思決定・プライバシー・

個人情報の保護等を重視するかでＬＳ内部でも見解が相違するとこ

ろであるが，成年後見制度の公益性から考えると，原本確認調査は，

もはやＬＳ内部・司法書士内部の問題ではない。 
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（カ）本件不開示情報は，ＬＳがＬＳ会員宛てに発信した内部情報にす

ぎないとしても，ＬＳ会員が行っている成年後見事件の被後見人自

身等はもちろん，その者たちを支援する支援者や団体（介護従事者，

施設関係者，地域包括支援センター，障害者支援団体など）に対し

て，大きな影響を与える問題であることも間違いない。 

  （キ）したがって，以上のとおり，本件不開示情報を公にすることによ

り，問題となっている所在が明らかになり，結果として被後見人等

の財産や生活が保護されることになるから，本件不開示情報は開示

されるべきである。 

  イ 法５条５号により不開示相当と判断する部分（下記第３の２（３） 

ウ） 

  （ア）諮問庁は，本件不開示情報のうち２０枚目の２２行目から２７行

目までを，意思形成過程の段階を終了したものとして開示している。

そして，そのほかの部分は，作成過程にある文書の一部及びそれに

対する指摘事項であるから，意思形成過程の段階にあるものであり，

公にすることにより，外部からの圧力や干渉等の影響を受けるなど

により，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれがあることなどから，法５条５号に該当するとして，

不開示決定をしている。 

  （イ）ただ，上述の開示部分を見てみると，２０枚目の２２行目は「法

務省に係る記載について以下のとおり修正願いたい」という記述に

なっており，２３行目から２７行目は，「司法書士法２４条の解釈

について法務省に照会したところ，～との回答を得た。」という記

述になっている。これらを素直に読むと，かかる記載というのは，

２０枚目の１行目から２１行目の不開示部分であり，以下のとおり

というのは，上述した２０枚目の２３行目から２７行目の開示部分

である。すなわち，以下のとおりに当たる２０枚目の２３行目から

２７行目の開示部分は，係る記載に当たる２０枚目の１行目から２

１行目の不開示部分の記載を前提にしている。そして，諮問庁は意

思形成過程の段階をすでに終了したものとして，単に２０枚目の２

３行目から２７行目のみを開示しただけである。 

  （ウ）しかしながら，上述したとおり，２０枚目の２３行目から２７行

目の開示部分は，２０枚目の１行目から２１行目の不開示部分を前

提としているのだから，この不開示部分も意思形成過程の段階を終

了したものと考えるのが素直である。前提部分（２０枚目の１行目

から２１行目）の意思形成過程の段階が終了していればこそ，その

結論部分（２０枚目の２３行目から２７行目）の意思形成過程の段

階も終了していると考えられるし，前提部分の意思形成過程の段階
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が終了していなければ，結論部分の意思形成過程の段階も終了して

いないと考えられ，一方は終了し，一方は終了していないというこ

とは通常考えられない。 

  （エ）したがって，以上の理由から，２０枚目の１行目から２１行目の

不開示部分は法５条５号に該当しないため開示されるべきである。

また，２０枚目の２８行目以下及び２１枚目も，上述の開示部分と

関連している記述で，すでに意思形成過程の段階を終了していると

考えるべきであり，法５条５号には該当しないため開示されるべき

である。 

  ウ 結論 

よって，以上の理由により，本件不開示情報は開示されるべきであ

る。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

諮問庁の説明は，理由説明書及び補充理由説明書の記載によると，おお

むね以下のとおりである。 

 １ 理由説明書 

（１）本件異議申立てに係る開示決定の原処分について 

法務大臣は，諮問書の別紙の「１ 不服申立てに係る行政文書の名称」

欄に記載する行政文書について，法９条１項の規定に基づき，平成２７

年６月１７日付け法務省民二第３０７号通知をもって，一部開示する旨

の決定（原処分）を行った。 

（２）異議申立人が主張する本件異議申立ての理由 

異議申立人の主張は，平成２７年８月１７日付けの異議申立書のとお

りであり，その主な内容は，不開示情報の中には，成年被後見人等の預

金通帳等の原本確認に係る公益社団法人成年後見センター・リーガルサ

ポート（ＬＳ）からの要請に応じること（原本確認調査）に関する情報

が多く存在していると考えられるところ，これらの情報は人の生命，健

康，生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認めら

れる情報（法５条２号ただし書）に該当すること等を理由に，不開示部

分の開示を求めるものであるといえる。 

（３）原処分についての検討 

上記（１）のとおり，原処分では開示すべき部分について開示決定を

行っており，不開示とした部分についてはその理由を明示している。 

上記（２）で異議申立人が開示すべきと主張する根拠については，異

議申立人がＬＳの会員であることを前提に，ＬＳから直接得た情報を基

にるる述べられているが，そもそも異議申立人がＬＳの会員であるか否

かは原処分庁において承知しておらず，また，この結果により開示・不

開示の判断が左右されるものでもない。 



11 

さらに，仮に不開示情報の中に原本確認調査に関する情報が存在して

いたとしても，そもそも当該情報はＬＳがＬＳ会員宛てに発信した内部

情報にすぎず，また，異議申立人は，原本確認調査が被後見人等の財産

を保護することにつながる旨を主張しているものの，原本確認調査に関

する情報を公にすることが財産を保護するために必要であることについ

ては一切の説明をしていないことから，当該情報が法５条２号ただし書

に該当する情報であるということはできない。 

（４）結論 

以上のとおり，本件異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，本件

異議申立てに係る行政文書開示請求について一部開示する旨の決定を行

った原処分は，妥当であると考える。 

 ２ 補充理由説明書 

 （１）補充理由説明の趣旨 

    本件対象文書について，法９条１項の規定に基づき，平成２７年６月

１７日付け法務省民二第３０７号通知をもって，一部開示する旨の決定

（原処分）を行い，また，理由説明書のとおり，原処分の妥当性を説明

したところであるが，再検討した結果，開示相当と判断する部分がある

ことから，その説明を行うとともに，なお不開示が妥当とする部分につ

いて，補充して説明する。 

（２）開示相当と判断する部分 

   ア 資料番号 

     本件対象文書の１枚目及び１９枚目の右上部の資料番号について，

原処分では，法５条２号イに該当することを理由として不開示とし

ていたが，当該資料番号は，法５条２号イの「公にすることにより，

当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

ある情報」に該当しないことから，開示する。 

   イ 文書の日付及び文書番号 

     本件対象文書の１枚目及び１９枚目の文書の日付及び文書番号につ

いては，原処分では，法５条２号イに該当することを理由として不

開示としていたが，１枚目の具体的年月を示す数字部分を除く部分

並びに１９枚目の具体的年月日を示す数字部分及び具体的文書番号

を示す数字部分を除く部分については，法５条２号イの「公にする

ことにより，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある情報」に該当しないことから，開示する。 

    ウ 担当者を明示するための様式部分 

        本件対象文書の１枚目の担当者を明示するための様式部分について

は，原処分では，法５条２号イに該当することを理由として不開示

としていたが，当該担当者を明示するための様式部分は，法５条２
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号イの「公にすることにより，当該法人の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある情報」に該当しないことから，

開示する。 

  （３）不開示相当と判断する部分 

   ア 法５条２号イに該当する部分 

     （ア）具体的部分 

       原処分で不開示とした部分のうち，上記（２）のとおり開示相当

と判断した部分を除く部分及び下記ウ（ア）に掲げる部分を除く部

分 

   （イ）具体的理由 

        Ａ 本件対象文書は，ＬＳが，ＬＳにおける特定の課題に関し外部

に提出する文書の作成過程において法務省に送付した文書（１

枚目ないし１９枚目）及び指摘事項が記載された文書（２０枚

目及び２１枚目）である。 

            本件対象文書には，ＬＳにおける特定の課題の内容や内部情報

が詳細に記載されているところ，これを公にすることにより，

特定の課題の内容や内部情報が明らかになり，当該法人等の正

当な利益を害するおそれがある。 

            よって，法５条２号イに該当する。 

        Ｂ 文書の日付及び文書番号並びに法人の代表者の氏名について，

以下に補足して説明する。 

          ａ  文書の日付及び文書番号 

              ⅰ 具体的部分 

                本件対象文書の１枚目及び１９枚目の右上部分のうち，上

記（２）イのとおり開示相当と判断した部分を除く部分 

            ⅱ 具体的理由 

                本件対象文書の１枚目の文書の日付及び文書番号について

は，文書の日付のうち日及び文書番号は具体的に記載されて

いないものの，文書の年及び月を開示することにより，特定

の年の特定の月に特定の文書が発出されたことが明らかにな

るところ，当該特定の年の特定の月に発出した文書全てにつ

いてＬＳに開示を求めることによって，原処分において不開

示としている部分の情報が開示されるおそれがあるため，法

５条２号イに該当する。 

                また，本件対象文書の１９枚目の文書の日付及び文書番号

については，具体的な文書の日付及び文書番号が記載されて

いるが，これらを開示することにより特定の文書の存在が明

らかになるところ，当該特定の文書についてＬＳに開示を求
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めることによって，原処分において不開示としている部分の

情報が開示されるおそれがあるため，法５条２号イに該当す

る。 

        ｂ 法人の代表者の氏名 

            ⅰ 具体的部分 

                本件対象文書の１枚目及び１９枚目 

        ⅱ 具体的理由 

                本件対象文書の１枚目及び１９枚目のＬＳの理事長の氏名

については，原処分では，法５条２号イに該当するとして不

開示としている。 

                しかし，当該部分に記載されたＬＳの理事長の氏名につい

ては，それのみで特定の個人を識別できる情報である。 

                そして，当該部分に記載された理事長の氏名は，退任した

理事長の氏名であり，歴代の理事長の氏名がＬＳのホームペ

ージ上で公開されている事実もない。 

                よって，当該部分に記載されたＬＳの理事長の氏名につい

ては，法５条１号の不開示情報にも該当し，また，特段，裁

量的に開示すべき事情もないから，不開示とする理由に法５

条１号の不開示情報に該当することを追加し，不開示を維持

する。 

     イ 法５条２号ただし書への該当性について 

         法５条２号ただし書への該当性については，理由説明書のとおりで

ある。 

   ウ 法５条５号に該当する部分 

   （ア）具体的部分 

          本件対象文書のうち，１４枚目表面の１５行目から１４枚目裏面

の６行目及び「（２）法務大臣または民事局が，ＬＳに対して，（１）

の回答として，直接あるいは外部組織を介して提供した情報の全部

（回答書・鑑文・参考資料等）」として開示した文書（２０枚目及

び２１枚目）の表題部分を除く不開示部分全て 

   （イ）具体的理由 

          異議申立人の主張は，平成２７年８月１７日の異議申立書のとお

りであり，その主な内容は，不開示情報は，ＬＳは法務省の回答を

得て法的整理文書を発信したのだから，本件不開示情報が意思形成

過程であるという段階はすでに終了しているものであることを理由

に，不開示部分の開示を求めるものであるといえる。 

          この点，異議申立人の主張する意思形成過程の段階をすでに終了

したものである部分（２０枚目の２２行目ないし２７行目）につい
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ては，既に開示決定を行っているところである。 

          そのほかの部分については，上記ア（イ）のとおり，作成過程に

ある文書の一部及びそれに対する指摘事項であるから，意思形成過

程の段階にあるものであり，これを公にすることにより，外部から

の圧力や干渉等の影響を受けるなどにより，率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることなどか

ら，法５条５号に該当する。 

（４）結論 

以上のとおり，上記（２）のアないしウに掲げる部分については，開

示することとするが，そのほかの部分については，本件異議申立人の主

張にはいずれも理由がなく，不開示決定を行った原処分は，妥当である

と考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年９月９日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１０月５日     審議 

④ 同月２１日       異議申立人から意見書１を収受 

⑤ 平成２８年５月１６日  委員の交代に伴う所要の手続の実施，本 

件対象文書の見分及び審議 

   ⑥ 同年７月５日      審議 

   ⑦ 同月２６日       審議 

   ⑧ 同年８月８日      諮問庁から補充理由説明書を収受 

   ⑨ 同月２９日       異議申立人から意見書２を収受 

   ⑩ 同年９月６日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１に掲げる文書１及び文書２である。 

処分庁は，本件対象文書について，その一部が法５条２号イ及び５号に

該当するとして不開示とする原処分を行ったところ，異議申立人は，不開

示とした原処分の取消しを求めている。 

これに対し，諮問庁は，原処分で不開示とした部分（別紙２の１に掲げ

る部分）のうち，その一部（別紙２の２に掲げる部分）を新たに開示する

こととしているが，その余の不開示部分（別紙２の３に掲げる部分。以下

「本件不開示維持部分」という。）については，法５条１号，２号イ及び

５号に該当するとしてなお不開示とすることが妥当であるとしていること

から，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件不開示維持部分の不

開示情報該当性について検討する。 
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２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）別紙２の３（１）に掲げる部分 

ア 標記の部分のうち，別紙３の１に掲げる部分を除く部分は，ＬＳに

おける特定の課題の内容や内部情報が詳細かつ具体的に記載されてい

ると認められる。 

また，標記の部分が記載されている文書については，当審査会事務

局職員をして諮問庁に確認させたところ，当該文書は公にされてい

るものではないとのことであり，標記の部分のうち，別紙３の１に

掲げる部分を除く部分に記載されている情報は，一般にＬＳの法人

情報として秘匿されるべきものと認められる。  

イ そうすると，標記の部分のうち，別紙３の１に掲げる部分を除く部

分については，これを公にすると，ＬＳの権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあると認められることから，法５条２号

イに該当し，不開示としたことは妥当である。 

ウ ただし，別紙３の１に掲げる部分は，これを公にしても，ＬＳの権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認めら

れないことから，法５条２号イに該当せず，開示すべきである。 

 （２）別紙２の３（２）に掲げる部分 

   ア 標記の部分には，ＬＳの理事長の氏名が記載されていると認められ

る。 

イ 諮問庁は，標記の部分について，記載されているのは退任したＬＳ

の理事長の氏名であるが，ＬＳのホームページ上には歴代理事長の氏

名の記載がなく，法５条１号に該当し，また，これを公にすると当該

法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

情報であることから，法５条２号イにも該当するとして，不開示を維

持するとしている。 

しかしながら，当審査会事務局職員をしてＬＳのホームページを確

認させたところ，当該理事長が在任中に発出した公式発表や広報誌

のバックナンバーに当該理事長の氏名が掲載されていると認められ

る。 

ウ そうすると，標記の部分（別紙３の２）は，少なくとも慣行として

公にされ，又は公にすることが予定されている情報であると認められ，

法５条１号イに該当し，また，これを公にしてもＬＳの権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないこと

から，法５条１号及び２号イのいずれにも該当せず，開示すべきであ

る。 

 （３）別紙２の３（３）に掲げる部分 

ア 標記の部分のうち，「本件対象文書の１４枚目表面の１５行目から
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１４枚目裏面の６行目まで」を見分するに，当該部分には，ＬＳの特

定の課題に対する法務省の指摘事項がＬＳとのやりとりとともに具体

的に記載されており，開示されている最終的な指摘事項（本件対象文

書２０枚目の２２行目から２７行目まで）と一部相違点があると認め

られることから，当該部分はＬＳからの照会に対する法務省の検討途

中の段階における回答やそれに関するやりとりであると認められる。 

イ また，「本件対象文書の２０枚目の３行目から２１行目まで及び同

２８行目から２１枚目の１１行目まで」を見分するに，当該部分には，

上記アの法務省の指摘事項以外のＬＳの特定の課題に対する法務省の

指摘事項が詳細かつ具体的に記載されていると認められる。 

そして，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，当

該部分に記載された指摘事項は，ＬＳからの照会に対する法務省の

検討途中の段階における回答であり，最終的な回答ではないとのこ

とであるところ，その記載内容を見分するに，この説明は必ずしも

不合理とまではいえない。 

ウ そうすると，標記の部分は，ＬＳの特定の課題に係るＬＳからの照

会に対する法務省の検討途中の段階における回答やそれに関するやり

とりであって，これを公にすると，法務省における最終的な意見では

ない未成熟な検討内容が明らかとなることから，法務省の職員が外部

からの圧力や干渉等の影響を受け，同職員が自己の意見を述べること

に消極的になるなど，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがあると認められ，法５条５号に該当し，不

開示としたことは妥当である。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

 （１）異議申立人は法５条２号ただし書による開示を求めているが，別紙３

に掲げる部分を除く本件不開示維持部分について，当該部分を公にする

ことにより保護される人の財産等の保護の利益が，公にしないことによ

り保護される法人等の利益を上回るとは認められず，異議申立人の主張

は採用できない。 

（２）異議申立人は，その他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右す

るものではない。 

４ 付言 

  原処分の開示決定通知書及び理由説明書においては，不開示情報該当条

項と条文の文言を記載するにとどまっており，具体的にどの部分がいかな

る理由により，法５条に定める不開示情報のいずれに該当するのかについ

て記載されておらず，適切ではなかったというべきである。したがって，

諮問庁においては，今後，処分に当たって適切な事務処理を行うよう指導

することなどが望まれる。 
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５ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条２号イ及び５

号に該当するとして不開示とした決定については，諮問庁が同条１号，２

号イ及び５号に該当するとしてなお不開示とすべきとしている部分のうち，

別紙３に掲げる部分は同条１号及び２号イのいずれにも該当せず，開示す

べきであるが，その余の部分は同条２号イ及び５号に該当すると認められ

るので，不開示とすることは妥当であると判断した。 

（第１部会） 

  委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙１（本件対象文書） 

 

文書１ ＬＳにおける特定の課題に関し外部に提出する文書の作成過程にお

いて法務省に送付した文書（本件対象文書１枚目から１９枚目まで） 

文書２ 文書１に対する指摘事項が記載された文書（本件対象文書２０枚目

及び２１枚目） 
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別紙２ 

 

 １ 原処分で不開示とした部分 

（１）別紙１に掲げる文書１のうち， 

ア 本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の法人名及び「理事長」

との記載部分を除く部分 

イ 本件対象文書の１枚目裏面から１８枚目表面まで  

（２）別紙１に掲げる文書２のうち，本件対象文書２０枚目の２行目１文字

目から１１文字目まで，３行目から２１行目まで及び同２８行目から２

１枚目の１１行目まで 

２ 諮問庁が新たに開示するとした部分 

（１）本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の右上部の資料番号 

（２）本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の文書の日付及び文書番

号のうち，数字部分を除く部分 

（３）本件対象文書の１枚目表面の担当者を明示するための様式部分 

３ 本件不開示維持部分 

 （１）上記１に掲げる部分のうち，諮問庁が上記２で新たに開示するとした

部分並びに下記（２）及び（３）に掲げる部分を除く部分 

（２）本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の法人の代表者の氏名  

（３）本件対象文書の１４枚目表面の１５行目から１４枚目裏面の６行目ま

で，２０枚目の３行目から２１行目まで及び同２８行目から２１枚目の

１１行目まで 
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別紙３（開示すべき部分） 

 

１ 本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の文書の日付及び文書番号の

数字部分 

２ 本件対象文書の１枚目及び１９枚目の各表面の法人の代表者の氏名 

 




